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まず、特別支援学校の現状について言及します。 

 「障害児学校の設置基準策定を求め、豊かな障害児教育の実現をめざす会」が活動を始め

たのが約 10年前。当然、この活動は特別支援学校の劣悪な状態を改善することを目的とし

ていたわけですが、それ以前にすでに看過できない状態であったということです。2003 年

に文部科学省から発表された「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」では、

「障害のある児童生徒の教育の基盤整備については、全ての子どもの学習機会を保障する

との視点から、量的な面において概ねナショナルミニマムは達成されているとみることが

できる」と述べられましたが、現場の実感とは乖離した認識であり、全国からはさらなる学

校設置などの教育環境の改善が必要だとの声が多くあげられました。特別支援学校の教育

環境は 20年来、劣悪な状態が放置されているということです。 

 こういったことが通常の小・中学校で起こっていたら大問題となりますが、多くの特別支

援学校では劣悪な教育環境が当たり前のこととされているのです。日本も批准している障

害者権利条約では、あらゆる形態の差別を禁止していますが、障害児が学ぶ学校であるとい

う理由で教育環境の整備が行われないのは、明らかに障害に基づく差別であり、政府は即刻

このような状態を解消しなければなりません。 

 教育環境の不整備は、障害児の教育権の形式的保障という部分だけではなく、実質的な保

障においても大きな影響を与えています。１教室を間仕切って２教室にすることで隣のク

ラスの音が漏れ、子どもたちが落ち着かない、音楽室が普通教室に転用されたことで音の出

ない音楽の授業をせざるを得ない…。これらは、実践現場から聞かれる切実な声です。若手

から中堅の教員は、働き始めた当初からこういった状態であり、貧しい教育環境に既定され

た教育実践を構想することが普通になっています。 

 本来、教育環境とは、子どもに対する自由で豊かな教育実践を展開することを保障するも

のであるはずであり、教育実践の発展とともに教育環境も発展していかなければならない

と思います。それが現状では反対になっているのです。障害のある子どもたちの教育権を実

質的に保障するために、教育環境は教育実践を縁の下で支えるものとならなければいけな

いのではないでしょうか。 

 

 現在は特別支援学校の過大・過密化と、過大化と過密化を一体に語る場合が多いです。過

密化による教室不足などの問題は、上述のような影響を教育実践に与え、当然看過できない

ものですが、校舎を増設し教室不足を解消しさえすれば問題が解消されるのかと言えば、そ

んな単純なものではありません。 

 特別支援学校では、比較的障害の重い子どもたちに対して、小学部から高等部までの 12

年間を一貫した教育を大切にしてきました。そこでは、学部間の連携と 12 年間の成長を見



通した教育課程づくりが重視されていました。小学部の教員でも高等部の生徒の姿が見え

る、高等部の教員でも小学部の児童の姿が見える、そういったことで、学校全体の教員が、

学校に在籍している子どもたち全員を教育することができていたのだと思います。しかし、

過大化によって子どもの数が激増し、上述のようなことはできなくなりましたし、教員の数

も増加したことで、同僚の顔を把握することすら難しい状況も出てきています。これでは連

携どころの話ではありません。 

 「障害児学校の設置基準策定を求め、豊かな障害児教育の実現をめざす会」などの提言で

は、知的障害や肢体不自由の特別支援学校では、100～150 人ほどの在籍が上限となるので

はないかされていますが、これは実践現場の教員の実感から出てきているもので、なにより

もこの規模になるように特別支援学校を整備していかなければならないと、私も考えます。 

 

 また、特別支援学校の教育環境整備は、子どもの在籍数の適正規模化や教室不足を解消す

るという視点だけでは不十分なように思います。 

 通常の小学校は約２万校、中学校が約１万校、高等学校や約 5,000校であるのに対して、

特別支援学校は国公私を合わせて約 1,200 校で、多くの子どもたちの生活圏域からは離れ

た場所に設置されています。 

 小・中学校は通学時間の上限が１時間ほどになっていますが、特別支援学校の場合、体調

管理などに慎重な配慮が必要な肢体不自由児が片道２時間以上もかけて通学しているとい

う実態も報告されています。 

 特別支援学校の教育環境整備という視点からすると、小・中学校の通学時間の上限と同程

度をめざし、スクールバスに乗車しても家から学校まで１時間圏域に特別支援学校を設置

することを視野に入れなければならないのではないかと考えます。 

 

 上述のように特別支援学校を分散化すると、必然的に小規模化となります。小規模化した

場合、あらためて特別支援学校の設置のあり方そのものの検討も必要になってくると思い

ます。現在、特別支援学校への就学決定は市町村教育委員会が行っており、特別支援学校の

設置義務は都道府県にあります。いわゆるねじれ現象が生じています。現状でも、政令指定

都市が大部分ですが、市立の特別支援学校が約 120校あり、兵庫県では古くから市立の肢体

不自由特別支援学校が設置されてきました。 

 私は、生活圏域を考慮し、市立の特別支援学校を地域に設置する方向についても視野に入

れていいのではないかと考えています。その場合、比較的生活圏域に設置されている場合が

多い特別支援学級との関係をどう調整するのかを検討しないといけません。特別支援学級

の条件を改善する、例えば学級定数の改善や小学校での複式学級を設置する際の規定であ

る３学年にまたがる学級設置は認められないといった規定を特別支援学級にも設けるなど、

特別支援学級の教育環境を改善することで、小規模・分散化する特別支援学校と同様の教育

条件にするなども考えられるでしょう。いずれにしても、既存の「特別な学びの場」のあり



方に固執するのではなく、子どもたちや保護者、関係者の「ねがい」を出発点にして、多様

な教育の場のあり方を考えていくことが必要だと思います。 

 

 昨年度策定された特別支援学校の設置基準については村田報告で、さまざまな課題があ

ることが指摘されていますが、この設置基準が既設校には適用されないという部分が大き

な課題であると、私は考えています。 

 現状の過大・過密化の解消のためには、何よりも既設校においても設置基準で示されたも

のを上回る状態に改善すべきであり、教育行政は公的責任においてこれを進めなければな

らないと思います。 

 現在文部科学省は、過大・過密化の解消に向けて、既存施設を活用した特別支援学校の分

校・分教室の設置を積極的に進め、設置にかかる費用の２分の１を国庫負担することにして

います。文部科学省は 2021 年 10 月１日時点で、全国の公立の特別支援学校において 3,740

教室が不足しているという調査結果を発表しました。この数字自体、矮小化されたもので、

「児童生徒等の増加に伴う一時的な対応をしている教室数」は、7,125 教室もあるのです。

この数字は、2019 年５月１日時点よりも悪化しており、上述の文部科学省の対応では根本

的な解決は難しいと考えます。国庫負担の割合を最低でも３分の２に引き上げるとともに、

既設校の過大・過密化を解消するための具体的な道筋を定め、積極的に動く必要があると考

えます。 

 

 教育環境というと物理的環境に目が行きがちですが、現在人的環境にも深刻な状況があ

ります。2021年度の文部科学省の調査では、４月の始業段階で特別支援学校の教員が 13.1％

の学校で未充足であり、255人不足していたと公表しました。物理的環境をいくら整備した

としても、教員が不足していたのでは根本的に教育は成り立ちません。 

 教員不足の背景には、教員定数の削減や非正規雇用の教員数を増やしてきたことなどが

あります。根本的な教員定数の改善など、教員を増やす方向を考えていくことも必要です。 

 

 最後に、教育環境の整備は、教育行政の政策によって決定されるのではなく、子どもたち

保護者、関係者が、「このような教育を受けたい」「こんな教育を受けさせたい」「こういっ

た教育実践を行いたい」という、教育実践の主体者からの発信を受けて、その方向性を探る

必要もあると考えます。 

 障害者運動の世界的な情勢においては、政策決定における当事者参加が重要視されてい

ます。教育政策においても、この視点を導入することが考えられていく必要があるのではな

いでしょうか。 


